
◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律 
（令和二年四月二四日法律第二〇号）   

一、 提案理由（令和二年三月一八日・衆議院法務委員会） 

○森国務大臣 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明

いたします。 

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員

数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化するこ

とに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以

下、その要点を申し上げます。 

 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数

を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少しようとするものであります。これは、判

事補の定員から判事の定員に三十人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図

ろうとするものであります。 

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものでありま

す。これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国

家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を八人、

裁判所事務官を三十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合

理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十九人減員し、以上の増減を

通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。 

 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和二年四月七日） 

○松島みどり君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三

十人増加し、判事補の員数を三十人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び

効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするも

のであります。 

 本案は、去る三月十日本委員会に付託され、十八日森まさこ法務大臣から提案理由の

説明を聴取し、三十一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。四月三日、討論を

行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年四月三日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 



一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握

し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するた

め、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等

に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。 

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命される

ことが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正

であることを明確にすること。 

三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日及び平成二十九年三月三十一

日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事

補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も

含め検討していくこと。 

四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者が減少していることを踏まえ、そのことが法

曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示

すとともに、法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進め

ること。 

五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動す

る裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守し、必要な取組を進めること。 

三、参議院法務委員長報告（令和二年四月一七日） 

○竹谷とし子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数

を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、

及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、裁判所職員の定員の算出根拠と人材確保の在り方、家事事件

数の増加に伴う家庭裁判所の人的・物的充実の必要性、裁判手続等のＩＴ化と裁判所職

員の中長期的な配置計画等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年四月一六日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき



である。 

一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握

し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するた

め、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等

に取り組んだ上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。 

二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命される

ことが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正

であることを明確にすること。 

三 最高裁判所においては、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補

の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。 

四 現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官者数に及ぼ

す影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成機能の向

上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。 

五 司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動す

る裁判官出身の検事の割合の縮小に関する政府方針を踏まえ、必要な取組を進めるこ

と。 

六 離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の

複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所

の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。 

  右決議する。 

 


